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戸
籍
・
住
民
登
録

第
一
節

戸
籍
制
度
の
変
遷

わ
が
国
の
戸
籍
は
、

天
智
天
皇
の
九
年
(
六
七
〇
)
に
成
立
し
た
庚
午
年
籍
が
最
古
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

天
智
天
皇
は
中
大
兄
皇

子
と
い
わ
れ
た
時
に
中
臣
鎌
足
(
後
に
藤
原
姓
と
な
る
)
ら
と
謀
り
王
権
を
専
断
し
て
い
た
蘇
我
一
族
を
滅
ぼ
し
て
、
い
わ
ゆ
る
大
化
の
改

新
を
断
行
し
、

律
令
制
度
の
端
緒
を
開
い
た
君
主
で
あ
る
が
、
戸
籍
制
度
の
創
設
も
こ
の
新
政
の

重
要
な
施
策
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
こ
の

成
立
ま
で
に
は
お
よ
そ
二
十
五
年
余
の
歳
月
を
費
や
し
て
い
る
。
こ
の
原
典
は
現
在
奈
良
の
正
倉
院
に
手
厚
く
保
存
さ
れ
て
い
る
と
い
う

が
、

特
定
の
学
者
グ
ル
ー
プ
以
外
の
者
に
は
閲
覧
が
許
さ
れ
て
い
な
い
。

歴
史
書
に
よ
っ
て
知
り
得
る
内
容
は
お
お
よ
そ
次
の
と
お
り
で

あ
る
。

ま
ず
冒
頭
に
国
、

郡
、
郷
名
を
表
示
し
て
作
成
年
が
記
さ
れ
て
い
る
。
次
行
か
ら
字
名
を
冠
し
、
戸
主
、
氏
名
、
年

齢
、
そ
れ
に
付
し

て
注
記
。
以
下
家
族
に
つ
い
て
妻
、

妾
、
男
女
の
別
、

氏
名
、
年

齢、
注
記
。
注
記
に
は
特
に
兵
役
応
召
の
資
格
あ
る
者
に
は
兵
士
と
記

す
。
末
尾
に
家
族
の
合
計
数
、
男
女
別
お
よ
び
年
齢
区
分
に
よ
る
小
計
、
戸
籍
長
の
氏
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
以
上
が
そ
の
内
容
で
あ

る
。
明
治
初
年
に
作
ら
れ
た
壬
申
戸
籍
は
こ
の
庚
午
年
籍
の
内
容
を
さ
ら
に
細
分
し
様
式
を
整
備
し
た
も
の
と
い
え
る
。
律
令
制
下
の
戸

籍
は
平
安
中
期
以
後
、
自
然
廃
絶
の
運
命
を
た
ど
る
の
で
あ
る
が
、
江
戸
幕
府
時
代
に
至
り
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
の
目
的
を
も
っ
て
作
ら
れ

た
宗
旨
人
別

帳、
あ
る
い
は
宗
門
改
帳
が
こ
れ
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
後
世
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
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近
代
に
お
け
る
戸
籍
制
度
は
明
治
四
年
四
月
四
日
(
一
八
七
一
、
五
、
二
二
)
太
政
官
布
告
第
一
七
〇
号
を
も
っ
て
公
布
さ
れ
た
戸
籍
法

に
は
じ
ま
る
。
施
行
は
明
治
五
年
二
月
一
日
と
さ
れ
た
。
施
行
の
年
を
干
支
に
あ
て
は
め
る
と
壬
申
年
に
当
た
る
の
で
、
こ
れ
を
「
壬
申

戸
籍
」
と
い
っ
た
。

こ
の
年
を
基
点
と
し
て
明
治
政
府
は
い
ろ
い
ろ
な
対
内
政
策
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
ま
ず
庄
屋
、
名
主
、
年
寄
等
を
廃
止
し
て
戸
長
、

副
戸
長
を
置
く
こ
と
と
し
た
。

皇
族
、
華

族、
士
族
、
平
民
の
身
分
制
が
決
め
ら
れ
た
。

徳
川
幕
府
が
倒
れ
て
士
農
工

商
の
封
建
制
身
分

制
度
は
廃
止
さ
れ
た
が
、
新
し
い
身
分
制
が
こ
れ
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
。
薩
・
長
・
土
三
藩
の
親
兵
が
廃
さ
れ
て
近
衛
兵
が
置
か
れ
た
。

つ
づ
い
て
全
国
に
徴
兵
令
が
敷
か
れ
国
民
皆
兵
の
制
度
が
定
ま
っ
た
。
田
租
改
正
建
議
が
提
出
さ
れ
る
か
た
わ
ら
、

全
国
一
般
に
地
券
が

交
付
さ
れ
地
租
改
正
局
が
置
か
れ
た
。
義
務
教
育
制
そ
の
他
の
学
制
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
過
去
の
日
本
で
国
民
の
三
大
義
務
と

さ
れ
た
兵
役
、

納
税
、

義
務
教
育
制
度
の
基
礎
は
明
治
四
年
か
ら

五
年
の
間
に
布
石
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

壬
申
戸
籍
作
製
の
目
的
は
、
す
べ
て
こ
れ
ら
の
政
策
実
施
に
不
可
欠
の
要
件
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

壬
申
戸
籍
は
戸
主
を
一
家
の
主
権
者
と
し
て
筆
頭
に
置
き
編
成
さ
れ
て
お
り
、
本
籍
、
氏
名
、
生
年
月
日
、
婚

姻、
縁
組
み
等
家
族
す

べ
て
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
族
称
、
職
業
、

檀
那
寺
、

印
鑑
、
持
ち
家
か
ら
馬
匹
、
そ
れ
に
罪
科
ま
で
が
記
載
さ

れ
、

明
ら
か
に
行
政
目
的
の
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
戸
籍
は
明
治
十
九
年
十
月
内
務
省
令
第
二
二
号
改
正
に
よ
り
廃
止
さ
れ

た
が
、
原
本
は
保
存
さ
れ
て
い
て
、
太
平
洋
戦
争
以
後
の
新
憲
法
下
の
社
会
関
係
に
人
権
侵
害
の
お
そ
れ
あ
り
と
し
て
一
般
の
閲
覧
が
禁

止
さ
れ
た
。

前
述
の
明
治
十
九
年
十
月
の
戸
籍
法
改
正
で
戸
籍
簿
の
様
式
が
ほ
ぼ
現
行
に
近
い
も
の
に
改
め
ら
れ
た
が
、
本
籍
の
表
示
は

県
、

郡
、

村
ま
で
と
し
居
住
地
は
番
戸
で
呼
称
し
た
。
族
称
は
そ
の
ま
ま
存
置
さ
れ
た
。

明
治
三
十
一
年
六
月
民
法
の
親
族
編
、

相
続
編
が
公
布
さ
れ
た
。
こ
の
法
律
は
わ
が
国
の
古
来
よ
り
伝
わ
る
醇
風
美
俗
と
さ
れ
た
家
の
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制
度
、
す
な
わ
ち
戸
主
を
中
心
と
す
る
家
族
制
度
の
維
持
を
理
念
と
し
て
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
家
の
護
持
に
絶
対
権
が

付
与
さ
れ
た
戸
主
を
中
心
と
す
る
身
分
関
係
を
公
証
す
る
た
め
に
、
従
来
の
制
度
を
さ
ら
に
補
完
し
た
新
し
い
戸
籍
法
の
制
定
が
必
要
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
民
法
の
公
布
と
並
行
し
て
同
年
同
月
法
律
第
一
二
号
に
よ
り
戸
籍
法
が
改
正
さ
れ
た
。
こ
の
改
正
で
今
ま
で

戸
籍
事
務
が
内
務
省
の
所
管
で
あ
っ
た
の
が
司
法
省
に
移
管
さ
れ
た
。
こ
れ
以
後
新
た
に
編
成
さ
れ
る
戸
籍
か
ら
本
籍
の
表
示
を
大
字
居

住
地
番
ま
で
記
す
こ
と
と
な
り
、
再
整
備
さ
れ
た
戸
籍
様
式
が
現
在
に
及
ん
で
い
る
。
(
し
か
し
旧
来
の
番
戸
表
示
の
戸
籍
は
そ
の
一
部
が
昭
和

二
十
二
年
改
正
戸
籍
法
が
施
行
さ
れ
る
ま
で
残
存
し
た
)。

そ
の
後
大
正
三

年
法
律
第
二
六
号
に
よ
る
改
正
が
行
わ
れ
た
が
、

こ
の
改
正
で
は
身

分
登
記
簿
が
廃
止
さ
れ
て
、
戸
籍
簿
一
本
と
な
っ
た
ほ
か
従
前
の
ま
ま
で
あ
る
。

太
平
洋
戦
争
を
契
機
と
し
て
わ
が
国
は
君
主
国
家
か
ら
民
主
国
家
へ
百
八
十
度
の
転
換
を
し
た
。
「
個
人
の
尊
厳
」
と
「
両
性
の
本

質

的
平
等
」
の
理
念
に
立
脚
し
て
成
立
し
た
新
民
法
が
昭
和
二
十
二

年
十
二

月
二
十
二

日
法
律
第
二
二
二
号
で
公
布
さ
れ
た
。
新
民
法
の

精

神
を
う
け
た
改
正
戸
籍
法
が
法
律
第
二
二
四
号
で
同
年
同
日
付
け
で
公
布
さ
れ
た
。

新
民
法
で
「
家
」
の
制
度
は
廃
止
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
従
来
戸
籍
は
「
家
」
を
単
位
に
編
成
さ
れ
た
。
そ
の
長
と
し
て
戸
主
が
置
か
れ

た
。
戸
主
は
家
族
を
統
率
す
る
も
の
と
さ
れ
、
家
族
が
そ
の
家
に
入
り
、
ま
た
そ
の
家
を
去
る
こ
と
、
婚
姻
、
養
子
縁
組
に
対
し
同
意
不

同
意
を
与
え
る
こ
と
の

権
利
が
付
与
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
戸
主
の
意
に
反
す
る
行
動
を
と
っ
た
場
合
そ
の
家
族
を
離
籍
し
た
り
、

ま
た
復
籍
を
拒
絶
す
る
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
ひ
き

起
こ
さ
れ
る
戸
主
権
の
乱
用
に
思
わ
ぬ
悲
劇
を
招
い
た
事

実
も
挙
げ
ら
れ
る

。

新
戸
籍
法
は
、

五
章
一
三
八
条
か
ら
成
っ
て
お
り
、

第
一
章
の
総
則
で
戸
籍
事
務
の
管
掌
者
、
監
督
者
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
管
掌
者

は
市
町
村
長
、
監
督
者
は
管
轄
法
務

局、
ま
た
は
地
方
法
務
局
で
従
前
法
と
変
よ
り
は
な
い
。

第
二

章
以
下
各
章
に
つ
い
て
改
正
の
精
神

が
随
所
に
読
み
と
れ
る
。
旧
法
に
代
わ
り
新
法
は
原
則
と
し
て
夫
婦
と
そ
の
子
を
一
単
位
と
し
て
編
成
さ
れ
る
。
子
が
新
た
に
婚
姻
し
た
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と
き
、
ま
た
子
が
親
と
な
っ
た
と
き
は
、
新
戸
籍
を
編
成
す
る
こ
と
と
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
成
年
者
は
こ
れ
ら
の
事
由
が
な
く
て
も

分
籍
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
同
一
戸
籍
内
の
者
は

同
じ
氏
を
称
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
立
て
前
と
し
て
い
る
。
戸
籍
の
筆
頭
に
書
か

れ
る
者
を
筆
頭
者
と
い
い
、

夫
婦
が
婚
姻
に
よ
り
夫
の
氏
を
称
す
る
と
き
は
夫
が
筆
頭
者
、
妻
の
氏
を
称
す
る
と
き
は
妻
が
筆
頭
者
と
な

る
。
こ
れ
は
旧
法
で
い
う
「
家
」
「
戸
主
」
の
観
念
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
戸
主
権
の
解
消
に
よ
り
成
年
に
達
し
た
者
は
そ
れ
ぞ
れ

本
人
の
意
志
に
よ
り
法
に
触
れ
な
い
限
り
戸
籍
の
転
入
、
転
出
が
自
由
化
さ
れ
た
。

第
二
節

住
民
登
録

現
行
の
住
民
登
録
法
の
施
行
以
前
に
寄
留
法
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
大
正
三
年
に
行
わ
れ
た
戸
籍
法
改
正
と
並
行
し
て
、

同
年
法
律
第
二

七
号
に
よ
り
公
布
さ
れ
た
制
度
で
あ
る
。
明
治
三
十
一
年
の
戸
籍
法
改
正
に
よ
り
戸
籍
は
身
分
関
係
の
公
証
の
み
を
目
的
と
す
る
制
度
と

な
っ
た
。
そ
れ
で
住
民
生
活
の
実
態
を
把
握
す
る
た
め
の
戸
口
調
査
的
要
素
が
失
わ
れ
た
た
め
、
こ
れ
を
補
完
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て

採
用
さ
れ
た
制
度
が
寄
留
法
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
実
効
を
あ
げ
る
こ
と
な
く
有
名
無
実
の
制
度
と
化
し
戦
後
に
及
ん

だ
。太
平
洋
戦
争
終
結
後
、
国
民
生
活
が
よ
う
や
く
安
定
を
示
し
て
き
た
昭
和
二
十
六
年
、
法
律
第
二
一
八
号
で
住
民
登
録
法
が
公
布
さ
れ

た
。
そ
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
住
民
を
登
録
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
住
民
の
居
住
関
係
を
公
証
す
る
。
常
時
現
住
人
口
の
状
況
を
把
握

し
て
、
各
種
行
政
事
務
の
適
正
簡
易
な
処
理
を
し
て
住
民
の
日
常
生
活
の
利
便
を
図
る
こ
と
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
本
籍
人
口
と

現
住
人
口
と
の
間
に
あ
る
空
間
を
う
ず
め
る
行
政
手
段
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
登
録
は
住
民
自
ら
の
届
け
出
に
よ
る
も
の
と
、
行
政
庁
の
職
権
に
よ
る
も
の
と
二

通
り
あ
り
、
村
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
全
員

に
つ
い
て
世
帯
単
位
に
調
整
さ
れ
て
い
る
。
他
に
戸
籍
の
付
票
の
作
製
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
法
律
は
当
初
全
文
三

十
三

条
の
簡
単
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、

昭
和
四
十
二

年
七
月
法
律
第
八
一
号
で
住
民
基
本
台
帳
法
が
公
布
さ

れ
る
に
及
ん
で
廃
止
さ
れ
た
。
住
民
基
本
台
帳
法
は
、
そ
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
を
旧
法
よ
り
さ
ら
に
具
体
化
し
て
、
第
一
条
で
は
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

第
一
条

住
民
の
居
住
関
係
の
公

証
、
選
挙
人
名
簿
の
登
録
そ
の
他
の
住
民
に
関
す
る
事
務
の
処
理
の
基
礎
と
す
る
と
と
も
に
住
民
の
住
所
に
関
す

る
届
出
等
の
簡
素
化
を
図
る
た
め
、
住
民
に
関
す
る
記
録
を
正
確
か
つ
統
一
的
に
行
な
う
住
民
基
本
台
帳
の
制
度
を
定
め
、
も
つ
て
住
民
の
利
便

を
増
進
し
、
あ
わ
せ
て
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
行
政
の
合
理
化
に
資
す
る
。

住
民
基
本
台
帳
は
、

個
人
を
単
位
と
し
て
世

帯
ご
と
に
作
ら
れ
た
住
民
票
を
も
っ
て
編
成
さ
れ
る
。

住
民
票
に
は
氏
名
、

生
年
月
日
、

男
女
の
別
、
世
帯
主
、
世
帯
主
と
同
居
者
と
の

続
柄
な
ど
戸
籍
記
載
事
務
に
準
じ
た
記
載
が
な
さ
れ
る
ほ
か
、
複復
雑
化
し
た
行
政
事
務
を

反
映
し
て
選
挙
人
名
簿
登
録
の
有
無
、
国
民
健
康
保
険
、
国
民
年
金
の
被
保
険
者
資
格
の
有
無
、
児
童
手
当
受
給
資
格
に
関
す
る
事
項
の

記
載
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
随
時
現
住
人
口
の
把
握
、
本
籍
人
口
と
の
対
比
な
ど
人
口
統
計
に
も
役
立
て
て
い
る
の
で
あ

る
。

第
三
節

世
帯
数
と

人
口

本
節
で
は
第
四
編
第
二
章
と
の
重
複
を
さ
け
て
、
年
間
戸
籍
取
扱
事
件
数
を
重
点
的
に
分
類
し
て
表
示
す
る
こ
と
と
し
た
。
内
容
は
昭

和
十
五
年
以
降
太
平
洋
戦
争
を
経
過
し
て
現
在
に
至
る
四
十
七
年
間
の
記
録
で
あ
る
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第三章 戸籍・住民登録

P 籍 取x 扱 事

区 () (2) (|(3) (4) 1(5) 6 (7) |(8)

年 分 現 住 本 籍「現 住 死 亡 養 子 親 権
出 生 婚 姻

度 戸 数 人 口 人 口 及失踪 縁 組 及後見

昭15 369 2,720 2,631 73 23 22
16 356 2,720 2,671 88 39 49
17 37 2,488 2,162 79 30
18 379 2,542 2,095 83 33
19 385 2,556 2,172 63 42 32
20 2,328 58 45 21
21 415 2,271 64 51 23
22 407 2,298 84 44 29
23 417 2,643 2,308 85 38 16

24 2,601 2,322 87 31 45
25 424 2,678 2,316 72 33 33
26 424 2,359 68 28 28
27 423 2,701 2,303 61 32 38
28 428 2,710 2,304 72 28 36

29 425 2,729 2,287 59 18 37

30 423 2,739 2,244 57 24 34
31 418 2,730 2,271 51 30 23 2

32 415 2,704 2,231 43 22 32
33 416 2,708 2,215 48 18 57
34 416 2,733 2,196 50 23 43

35 433 2,737 2,316 49 23 38
36 427 2,759 2,160 46 25 43
37 429 2,745 2,188 39 26 35
38 431 2,735 2,282 53 10 50
39 436 2,724 2,276 41 24 48
40 443 2,724 2,244 49 30 65

41 447 2,743 2,138 36 20 36

42 452 2,755 2,161 65 26 53

43 472 2,774 2,066 50 23 43
44 472 2,797 2,042 66 33 51
45 474 2,792 2,139 48 31 44
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第三章 戸籍住民登録
戸 籍 取 扱 事

区 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
年 分現 住|本 籍 現 住

出 生
死 亡 養 子

婚 姻
親 権

度 戸 数 人 口 人 口 及失踪 |緑 組 及 後見

昭46 479 2,822 2,131 56 13 65
47 483 2,826 2,176 53 30 58
48 509 2,839 2,154 60 23 47
49 509 2,860 2,160 24 15
50 521 2,869 2,179 24 22 13

51 536 2,863 2,191 33 17 18

52 544 2,892 2,186 37 22

53 547 2,894 2,187 38 14

54 553 2,900 2,221 25 16 17

55 561 2,902 2,238 33 21 12
56 616 2,884 2,271 34 22 14

57 630 2,878 2,286 37 33 43

58 642 2,884 2,320 37 30 47
59 655 2,892 2,359 36 19 35
60 698 2,889 2,429 37 19 24
61 713 2,906 2,456 38 17 40

(岡 達 男)
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